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木曽川景観協議会の取り組みについて 

 

１．協議会について 

  各務原市・犬山市において、美しい木曽川景観を守っていくために、木曽川沿岸区域における建築行

為があった際、対岸からの景観についても配慮されているか確認するために景観保護の観点から両市を

中心として協議を行っています。 

  令和 7年度(2025年度)については、各務原市の住宅 6件について協議を行いました。 

 

２．事業内容 

 ○連絡調整会議 

・第一回(令和 7年(2025年)6月 3日)  

 ・今後の予定について 

・第二回(令和 7年(2025年)11月 26日)  

 ・令和 6年度(2024年度)届出物件の確認 

 ・令和 7年度(2025年度)協議物件の確認 

 ・景観パトロール 

 ・木曽川景観の記録保存 

 

○第 22回木曽川景観協議会 

・令和 7年(2025年)7月 28日に実施 

・令和 7年度(2025年度)事業計画案等、全議案賛成多数にて承認 

・城山について（各務原市報告） 

・「鵜匠の一年」動画の上映 

 

○「鵜匠の一年」動画作成業務 

 ・概要 

令和 6年度(2024年度)事業として、事務局による撮影・インタビュー・動画編集を行い、木曽川鵜

飼の鵜匠のオフシーズンの仕事を主題とする動画を作成しました。 

 ・目的 

  木曽川鵜飼は毎年 6月 1日～10月 15日まで開催されていますが、オフシーズンの鵜匠の過ごし方

はあまり知られていません。本事業は、オフシーズンの鵜匠の過ごし方に主題を置いてまとめ、イン

タビューを挿入することで、鵜匠の仕事の魅力を発信し、木曽川鵜飼及び木曽川景観への関心を高め

ることを目的としています。 

 ・内容 

  鵜飼に必要な道具づくりや PR活動の様子を時系列順にまとめ、YouTubeチャンネルに掲載しまし

た。今後も年度ごとに単発のテーマを設定し、協会事務局職員による作成動画を追加しながら継続事

業とすることを想定しています。 
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○令和７年度木曽川遊歩道ＰＲパンフレット作成業務委託 

 ・概要 

2か年事業（令和 7年度：原稿作成 令和 8年度：印刷）として、新犬山橋、ライン大橋を渡って 1

周する方々に向けた木曽川遊歩道の PRパンフレットを作成します。 

 ・目的 

  木曽川河畔に関するマップはいくつか作成されていますが、各務原市と犬山市の遊歩道を１周する

ルートは紹介されていません。本事業は、各務原市と犬山市の遊歩道からの景観を一体的に PRするこ

とをその目的とし、木曽川景観のすばらしさやビュースポットを効果的に周知する素材として活用を

図ります。 

 ・内容 

  木曽川景観の素晴らしさを発信できる内容とする。規格は A3二つ折り、オールカラー。 

  

○木曽川景観啓発活動 

 ・木曽川ロングラン花火に合わせ、啓発チラシを配布しました。（令和 7年(2025年)8月 1日） 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

○犬山橋竣工 100周年記念企画展周知イベント 

 ・令和 7年 12月 4日（木曜日）～1月 28日（水曜日）に開催された犬山橋竣工 100周年記念企画展

「犬山橋 -View of INUYAMA BRIDGE-」の周知イベントを実施しました。子どもたちを対象に木曽川景

観のすばらしさを伝える一環として企画し、木曽川景観の意識啓発を図りました。 

 


